
予約制
無  料 事業者のための事業者のための

所得税、決算・確定申告相談会所得税、決算・確定申告相談会

上記の所得税確定申告受付期間中の平日に開催しています。
　ただし上記表の太字の日以外は、税理士不在ですので、当会職員の対応となります。（税理士
対応の日程が変更となる場合があります）※土日祝を除く
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案　内　図
１．前年の決算書、確定申告書の控え
２．税務署から届いた書類など（決算書および申告書）
３．�2025年中に支払った社会保険料の納付書など� �
（健康保険・国民年金・国民年金基金）

４．生命・個人年金保険・地震保険の払込証明書類
５．2025年中に支払った医療費の領収書
６．小規模企業共済等掛金の支払証明書類
７．年金や給与所得のある方は、その源泉徴収票
８．その他の収入のある方は、その支払報告書
９．住宅借入金等特別控除のある方はお問合せ下さい

お持ちいただく書類等

月
極

駐
車
場

時　間

場　所

9：00～12：00 ・ 13：00～16：00（受付は15：00まで）

日野市商工会館 （多摩平７-23-23）　TEL  042（581）3666

　2025年分の所得税の確定申告の受付は、令和８年２月16日（月）から同年３月16日（月）までです。日野
市商工会では、今年も税理士の先生により「所得税」の決算及び確定申告に関する相談会を開催します。
費用は無料です。

１コマ60分の予約制といたします。お電話にて事前にご予約お願いします。 
※マイナンバーは記載せず来会してください。

※令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は原則として、令和７年12月１日に施行され、今年以後の所得税について適用されます。


